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　市議会は、市としての意思を決定するところです。
　私たちが住んでいるまちを住みよいまちにしていくためには、 道路､ 上下水道などの生活環
境を整備したり、医療､福祉､教育といった公的サービスの充実を図っていく必要があります。
　そのためには、 財源の問題や実施体制、 ルールづくりといったさまざまな課題を解決して行
くことが必要です。
　このような課題を解決していくためには、本来であれば、市民の皆さんが集まり、話し合うこと
が大切ですが、現実的には、市民全員が集まって話し合うことは大変困難ですので、市長と市議
会議員を選挙で選び、その人たちが市民の皆さんに代わって住みよいまちにしていくための方
策や課題について話し合い、みんなの願いを実現しようとしています。
　その話し合いが行われる大切な機関が、議会です。
　議会は、市政を進めていく上での重要な事柄、つまり市の意思を決定するところです。例えば、
条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定することなどがあります。
　また、議会は、市政を監視・チェックする役割を担っています。さらに、市政に対する課題に対
し政策提言および政策立案する役割や、 議会への積極的な市民参加を図る機能を併せ持ち、
それぞれの機能を向上させることにより、市民の皆さんの負託に応える役割を担っています。

　

議員定数・議員報酬を議論する上で市民の皆さまに知っていただきたいこと

議会の役割

議会のしくみ

　地方自治の制度は、首長（市長）と地方議会（市議会議員）という２種類の代表を住民（市民）
が直接選挙で選ぶ二元代表制という仕組みになっています。

監視・チェック


